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改 正 後 改 正 前

（育児部分休業）

第 条 職員 育児部分休業（当該職員 歳 満

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

（部分休業）

第 条 職員 部分休業（当該職員 歳 満

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児休業

等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条 規
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◇ 現業職員就業規則及 現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則（ ）

（教育総務課）…………………………………………………………………………………………

◇ 企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程（ ）（総務課）……………………

鳥取県企業局企業職員就業規則及 企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正

規程（ ）（〃）…………………………………………………………………………………………

◇ 鳥取県病院局企業職員就業規則及 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部

改正 規程（ ）（総務課）…………………………………………………………………………

現業職員就業規則及 現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

現業職員就業規則及 現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則

（現業職員就業規則 一部改正）

第 条 現業職員就業規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動条」 。） 対応

同表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動後条」 。） 存在 場

合 、当該移動条 当該移動後条 、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条

（以下 条 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

当該改正部分 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。） 改 。
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規定 適用 受 者 例 。

（修学部分休業）

第 条 職員 修学部分休業（当該職員 修学 、

週間 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員法（昭和 年法律第

号）第 条 規定 適用 受 者 例

。

（旅費）

第 条 略

（衛生管理等）

第 条 略

定 適用 受 者 例 。

（旅費）

第 条 略

（衛生管理等）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（給料 調整額）

第 条 略

職員 給料 調整額 、当該職員 適用 職員

区分及 職務 級 応 別表第 掲 調

整基本額 者 係 別表第 調整数欄 掲

調整数 乗 得 額（地方公務員法第 条

第 項 規定 短時間勤務 職 占 職員（以下

「短時間勤務職員」 。） 、 額

職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号。

以下「給与条例」 。） 適用 受 短時間勤

務職員 例 者 勤務時間 応 得 数

（以下「勤務割合」 。） 乗 得 額 、

額 円未満 端数 、 端数 切

捨 額 。） 。 、 額 給料

月額 分 超 、給料月額 分

相当 額（短時間勤務職員 、 額

円未満 端数 、 端数 切 捨

額） 。

（昇給等 基準）

第 条 略

～ 略

（給料 調整額）

第 条 略

職員 給料 調整額 、当該職員 適用 職員

区分及 職務 級 応 別表第 掲 調

整基本額 者 係 別表第 調整数欄 掲

調整数 乗 得 額（地方公務員法第 条

第 項 規定 短時間勤務 職 占 職員（以下

「再任用短時間勤務職員」 。） 、

額 職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例

第 号。以下「給与条例」 。） 適用 受

再任用短時間勤務職員 例 者 勤務時間

応 得 数（以下「勤務割合」 。） 乗

得 額 、 額 円未満 端数 、

端数 切 捨 額 。） 。 、

額 給料月額 分 超 、給料

月額 分 相当 額（再任用短時間勤務職

員 、 額 円未満 端数 、

端数 切 捨 額） 。

（昇給等 基準）

第 条 略

～ 略
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（現業職員 給与 関 規則 一部改正）

第 条 現業職員 給与 関 規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動条」 。） 対応

同表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動後条」 。） 存在 場

合 、当該移動条 当該移動後条 、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条

（以下 条 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

当該改正部分 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条 除 。） 改 。
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短時間勤務職員 給料月額 、前 項 規定

、 規定 給料月額 、勤務割合

乗 得 額 。

（修学部分休業取得中 給与）

第 条 職員 現業職員就業規則（昭和 年鳥取県教育

委員会規則第 号）第 条 規定 修学部分休業

承認 受 勤務 場合 給与 、地方

公務員法第 条 規定 適用 受 者 例

。

（雑則）

第 条 略

再任用短時間勤務職員 給料月額 、前項 規定

、同項 規定 給料月額 、勤務割合

乗 得 額 。

（雑則）

第 条 略

改 正 後 改 正 前

（給料表）

第 条 略

企業局特定任期付職員 給料表 、任期付

職員条例第 条第 項 規定 特定任期付職員（以

下「特定任期付職員」 。） 例 。

及 略

（手当 支給 特例）

第 条 略

前項 規定 、次 各号 掲 業務

地方公務員法第 条 第 項 規定 短時間勤務

職 占 職員（以下「短時間勤務職員」 。）

（給料表）

第 条 略

企業局特定任期付職員 給料表 、任期付

職員条例第 条第 項 規定 特定任期付職員（以

下「特定任期付職員」 。） 例 。

及 略

（手当 支給 特例）

第 条 略

前項 規定 、次 各号 掲 業務

地方公務員法第 条 第 項 規定 短時間勤務

職 占 職員（以下「再任用短時間勤務職員」
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附 則

規則 、公布 日 施行 。

企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

企業局企業職員 給与 関 規程（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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の を ける の は

の に げる に じ それぞれ の に

げる がこれに すると める を む

とし これらの にある に する の

は その の にそれぞれ の に げる
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たりの の
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る の たりの は の が
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い であるときは の これに する

の の び

これに ずる を む の の に を

じ その を の に を じたものか

ら に を じたもの に

従事 場合 当該業務 係 特殊勤務手当

額 、 当該各号 定 額 職員 勤務時

間、休暇等 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号。

以下「勤務時間条例」 。）第 条第 項 規定

適用 受 短時間勤務職員 例 定

者 勤務時間 同条第 項 規定 勤務時間

除 得 数 乗 得 額 。

（ ）～（ ） 略

前 項 規定 、短時間勤務職員 月

日 末日 間 前項各号 掲 特殊

勤務手当 支給 業務 従事 日数 月

現日数 勤務時間条例第 条第 項 規定 週休

日 日数（ 月 中途 新 採用 職

員 他 知事 定 職員 、知事 定

日数） 差 引 日数（以下 項 「要

勤務日数」 。） 常時勤務 要 職員

要勤務日数 考慮 知事 定 数（以下 項

「特定数」 。） 除 得 数 乗

得 日数（ 日数 日未満 端数 、

四捨五入 得 日数。以下 項 同

。）未満 場合 当該特殊勤務手当 額 、当

該業務 従事 日数 要勤務日数 特定数 除

得 数 乗 得 日数以上要勤務日数 特

定数 除 得 数 乗 得 日数未満 場合

分 、 日以上要勤務日数

特定数 除 得 数 乗 得 日数未満 場

合 分 、 前項 規定

額 乗 得 額 。

略

（管理職手当）

第 条 管理職手当 支給 受 職員 職 、別表第

左欄 掲 組織 応 、 同表 中欄

掲 職（知事 相当 認 職 含 。）

、 職 職員 対 管理職手当 額

、 者 給料月額 同表 右欄 掲

支給割合 乗 得 額（短時間勤務職員 、

額 円未満 端数 、 端数 切

捨 額） 。

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 条例第 条、第 条及 第 条 手当 支給

場合 勤務 時間当 給与額 、職員 勤務

第 条 規定 特殊勤務手当 支給 対象

勤務 、給料 月額、 対 調整

手当 月額、初任給調整手当 月額及 特地勤務手当

（ 準 手当 含 。） 月額 合計額

乗 、 額 週間 勤務時間 乗

時間 乗 （短時間勤務職員

。） 従事 場合 当該業務 係 特殊

勤務手当 額 、 当該各号 定 額 職員

勤務時間、休暇等 関 条例（平成 年鳥取県条

例第 号。以下「勤務時間条例」 。）第 条第

項 規定 適用 受 再任用短時間勤務職員 例

定 者 勤務時間 同条第 項 規

定 勤務時間 除 得 数 乗 得 額 。

（ ）～（ ） 略

前 項 規定 、再任用短時間勤務職員

月 日 末日 間 前項各号 掲

特殊勤務手当 支給 業務 従事 日数

月 現日数 勤務時間条例第 条第 項 規定

週休日 日数（ 月 中途 新 採用

職員 他 知事 定 職員 、知事

定 日数） 差 引 日数（以下 項

「要勤務日数」 。） 常時勤務 要

職員 要勤務日数 考慮 知事 定 数（以下

項 「特定数」 。） 除 得 数

乗 得 日数（ 日数 日未満 端数

、 四捨五入 得 日数。以下 項

同 。）未満 場合 当該特殊勤務手当 額

、当該業務 従事 日数 要勤務日数 特定

数 除 得 数 乗 得 日数以上要勤務日数

特定数 除 得 数 乗 得 日数未満

場合 分 、 日以上要勤務日数

特定数 除 得 数 乗 得 日数未満

場合 分 、 前項 規

定 額 乗 得 額 。

略

（管理職手当）

第 条 管理職手当 支給 受 職員 職 、別表第

左欄 掲 組織 応 、 同表 中欄

掲 職（知事 相当 認 職 含 。）

、 職 職員 対 管理職手当 額

、 者 給料月額 同表 右欄 掲

支給割合 乗 得 額（再任用短時間勤務職員

、 額 円未満 端数 、 端

数 切 捨 額） 。

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 条例第 条、第 条及 第 条 手当 支給

場合 勤務 時間当 給与額 、職員 勤務

第 条 規定 特殊勤務手当 支給 対象

勤務 、給料 月額、 対 調整

手当 月額、初任給調整手当 月額及 特地勤務手当

（ 準 手当 含 。） 月額 合計額

乗 、 額 週間 勤務時間 乗

時間 乗 （再任用短時間勤務職員

６

２ ２

１

１ ３

３ ２

１

３ １

１

８

１ ８

４

２

１

１

８

１

６

１

８

６

２

２

１

１ ３

３ ２

１

３ １

１

８

１

８

４

２

１

１

８

１

６

１

８

35

15

15

100 60

100 30

14

18 10 11

12

52

18

35

15

15

100 60

100 30

14

18 10 11

12

52

18
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は の の を ける

の により められたその の

をその の たりの

に する をいう じ の で

して た に にその の たりの

の を で して た を じて た を じて

た を じたもので して た この

において の という とし

の が の の となる であ

るときは の に に げる を し

た とする

によって められた については

その に を じ その を たりの

に を じたものから

にあっては の を ける

の により められたその の をそ

の の たりの の で して た

に にあっては にその

の たりの の を で して た

を じて た を じたものを じたもので し

て た

あっては の の を

ける の により められたそ

の の をその の たりの

に する をいう じ

の で して た に にその の た

りの の を で して た を じて た

を じて た を じたもので して た

この において の という

とし の が の の となる

であるときは の に に げる

を した とする

によって められた については

その に を じ その を たりの

に を じたものから

にあっては の を ける

の により められたその の

をその の たりの の で

して た に にあっ

ては にその の たりの の を

で して た を じて た を じたものを

じたもので して た

の の がその の の がその に

、勤務時間条例第 条第 項 規定 適用 受

短時間勤務職員 例 定 者 勤務時

間 者 週間当 勤務日（勤務時間条例第

条 規定 勤務日 。以下同 。） 日数

除 得 時間 、 者 週間当 勤務

日 日数 除 得 数 乗 得 数 乗

得 時間数） 減 除 得 額（以下

項 「月額給与 時間額」 。） 、職

員 勤務 特殊勤務手当 支給 対象 勤務

、月額給与 時間額 次 掲 額 加算

額 。

（ ） 略

（ ） 月 定 特殊勤務手当 、

金額 乗 、 額 週間当 勤務

時間 乗 時間（短時間勤務職員

、勤務時間条例 適用 受 短時間勤

務職員 例 定 者 勤務時間

者 週間当 勤務日 日数 除 得 時

間） （短時間勤務職員 、 者

週間当 勤務日 日数 除 得 数

乗 得 数） 乗 減 除

得 額

略

、勤務時間条例第 条第 項 規定 適用

受 再任用短時間勤務職員 例 定

者 勤務時間 者 週間当 勤務日（勤

務時間条例第 条 規定 勤務日 。以下同 。）

日数 除 得 時間 、 者 週間当

勤務日 日数 除 得 数 乗 得 数

乗 得 時間数） 減 除 得 額

（以下 項 「月額給与 時間額」 。）

、職員 勤務 特殊勤務手当 支給 対象

勤務 、月額給与 時間額 次 掲 額

加算 額 。

（ ） 略

（ ） 月 定 特殊勤務手当 、

金額 乗 、 額 週間当 勤務

時間 乗 時間（再任用短時間勤

務職員 、勤務時間条例 適用 受 再

任用短時間勤務職員 例 定 者

勤務時間 者 週間当 勤務日 日数

除 得 時間） （再任用短時間勤務職員

、 者 週間当 勤務日 日数

除 得 数 乗 得 数） 乗

減 除 得 額

略

改 正 後 改 正 前

（育児部分休業）

第 条 職員 育児部分休業（当該職員 歳

（部分休業）

第 条 職員 部分休業（当該職員 歳 満

２ ２

１

５

１

５

１

２

１

８

１

１ ５

２

２ ２

１

５

１

５

１

２

１

８

１

１

５

２

８ ２ ３ ８ ２ ３

18

12

52

18 18

18

12

52

18

18

附 則

規程 、公布 日 施行 。

鳥取県企業局企業職員就業規則及 企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程 公布

。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局企業職員就業規則及 企業局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

（鳥取県企業局企業職員就業規則 一部改正）

第 条 鳥取県企業局企業職員就業規則（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（追加条 除 。） 改 。

この は の から する

び の に する の を する をここに す

る

び の に する の を する

の

の を のように する

の の の の に が かれた この において という を える

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた を く に める

16 12 28

38

鳥取県企業局管理規程第 号９

１ ６
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に たない を するため の の を

しないことをいう については の

に する

の の を ける の による

の の が のた

め の の について しないこと

をいう については の の

の を ける の による

たない を するため の の を

しないことをいう については の

に する

の の を ける の による

の

が

の に する

の を けて しない の に

ついては の の の を

ける の による

たりの の

の

たりの の

の

満 子 養育 日 勤務時間 一部

勤務 。） 、地方公務員

育児休業等 関 法律（平成 年法律第 号）第

条 規定 適用 受 県職員 例 。

（修学部分休業）

第 条 職員 修学部分休業（当該職員 修学

、 週間 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員法第 条 規

定 適用 受 県職員 例 。

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条

規定 適用 受 県職員 例 。

改 正 後 改 正 前

（修学部分休業取得中 給与）

第 条 職員 鳥取県企業局企業職員就業規則（昭和

年鳥取県企業管理規程第 号）第 条 規定

修学部分休業 承認 受 勤務 場合 給与

、地方公務員法第 条 規定 適用 受

者 例 。

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 略

（給与 支給方法等）

第 条 略

（勤務 時間当 給与額 算出）

第 条 略

（給与 支給方法等）

第 条 略

１

３

９

８ ３

１

２

１

３ ９

６ ８ ３

２

１ １

110

26

110

18 38

26

19

20

18

19

（企業局企業職員 給与 関 規程 一部改正）

第 条 企業局企業職員 給与 関 規程（昭和 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動条」 。） 対応

同表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動後条」 。） 存在 場

合 、当該移動条 当該移動後条 、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条

加 。

附 則

規程 、公布 日 施行 。

鳥取県病院局企業職員就業規則及 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

公布 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 三 原 基 之

の に する の

の に する の を のように す

る

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には を

える

この は の から する

び の に する の を する をここに

する

２ ２41

16 12 28

病 院 局 管 理 規 程
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改 正 後 改 正 前

（育児休業等）

第 条 職員 育児休業 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）並

職員 育児休業等 関 条例（平成 年鳥取県条例

第 号）及 職員 育児休業等 関 規則（平成

年鳥取県人事委員会規則第 号） 定

。

職員 育児部分休業（当該職員 歳 満

子 養育 日 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員 育児休業

等 関 法律並 職員 育児休業等 関 条例

及 職員 育児休業等 関 規則 適用 受 者

例 。

（修学部分休業）

第 条 職員 修学部分休業（当該職員 修学

、 週間 勤務時間 一部 勤務

。） 、地方公務員法並 職員 修

学部分休業 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）

及 職員 修学部分休業 関 規則（平成 年鳥取

県人事委員会規則第 号） 適用 受 者 例

。

（育児休業等）

第 条 職員 育児休業 、地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律第 号）並

職員 育児休業等 関 条例（平成 年 月鳥取県

条例第 号）及 職員 育児休業等 関 規則（平

成 年 月鳥取県人事委員会規則第 号） 定

。

職員 部分休業 、地方公務員 育児休業

等 関 法律並 職員 育児休業等 関 条例

及 職員 育児休業等 関 規則 適用 受 者

例 。

10

110

10

16 66

16

27

10

110

の については の

に する びに

の に する

び の に する

の めるところによ

る

の がその に たな

い を するため の の を しな

いことをいう については の

に する びに の に する

び の に する の を ける

の による

の の が のた

め の の について しないこと

をいう については びに の

に する

び の に する

の を ける の によ

る

の については の

に する びに

の に する

び の に する

の めると

ころによる

の については の

に する びに の に する

び の に する の を ける

の による

３

４

６ ４

４

２ ３

１

２

１

３

４ ３

６

４ ３ ４

２

鳥取県病院局管理規程第 号７

鳥取県病院局企業職員就業規則及 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

（鳥取県病院局企業職員就業規則 一部改正）

第 条 鳥取県病院局企業職員就業規則（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（追加条 除 。以下 条 「改正後部分」 。） 存在

場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当

該改正部分 削 。

（鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部改正）

第 条 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動条」 。） 対応

同表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下 条 「移動後条」 。） 存在 場

合 、当該移動条 当該移動後条 、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条

加 。

び の に する の を する

の

の を のように する

の の の の に が かれた この において という を える

の の の が かれた この において という に する の

の が かれた を く この において という が する

には を に め に する が しない には

を る

の に する の

の に する の を のよう

に する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には を

える

１ ７ ６

２ ７ ７
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改 正 後 改 正 前

（修学部分休業取得中 給与）

第 条 職員 鳥取県病院局企業職員就業規則（平成

年鳥取県病院局管理規程第 号）第 条 規定

修学部分休業 承認 受 勤務 場合 給与

、地方公務員法第 条 規定 適用

受 者 例 。

（給与 支給方法等）

第 条 略

（給与 支給方法等）

第 条 略

の

が

の に す

る の を けて しない の

については の の の を

ける の による

の の

25

10

26

26 25

７

６ ２

２

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規程 、公布 日 施行 。この は の から する


